
宗像市スポーツ推進審議会委員の市民公募に係る審査要領 

 

１．募集内容 

（１）募集人数 

１名程度 

（２）委嘱期間 

令和７年６月１日から令和９年５月３１日まで 

（３）審議会の開催頻度 

年に３回程度 

（４）業務内容 

スポーツ推進に関する計画などの審議、助言など 

（５）応募資格 

２０歳以上の市民 

（６）応募方法 

①住所  ②氏名  ③年齢  ④連絡先電話番号 

⑤作文「あなたが考えるスポーツによるまちづくり」 

（４００字程度）を明記し、文化スポーツ課まで応募 

応募はメール、郵送または持参（〒811-3492／東郷一丁目 1番 1号 文化スポ

ーツ課／bunka-sports@city.munakata.lg.jp） 

（７）応募期間 

令和７年３月１日～令和７年３月３１日正午 ※必着 

    （令和７年３月１日号の広報紙に募集記事を掲載する） 

 

２．実施方法 

（１）審査の内容は次のとおりとする。 

◎一次審査：書類選考（作文） 

     審査員が、応募者から提出された作文の内容を、基準に沿って評価する。 

     テーマ「あなたが考えるスポーツによるまちづくり」 

     評価基準は、別紙１「一次審査（作文審査）採点基準表」のとおりとする。 

 

◎二次審査：個人面接 

二次審査は、複数の応募があった場合において、一次審査の得点が同一かつ優

先度に対する配点も同一であった場合にのみ行う。 

審査員が質問を行い、その回答の内容や態度等を見て評価する。 

評価基準は、別紙２「二次審査（面接審査）採点基準表」のとおりとする。 



（２）審査員は次のとおりとする。 

市民協働部長、文化スポーツ課長  計２名（一次、二次審査共通） 

※ 諸事情により欠席者が出た場合は、欠員のまま、もしくはほかの職員に 

代えて実施することとする。 

 

３ 審査の得点 

（１）審査員は採点基準表に基づいて各審査の得点をつけるものとする。 

（２）各審査の得点は、各審査員の得点を平均化したものとする。 

 

４．委員決定方針 

（１）審査合格の最低条件 

    審査合格の最低条件は、一次、二次審査における各々の得点が２６点以上とする。 

（２）委員予定者数 

    １名程度 

（３）委員決定方針 

    「（１）審査合格の最低条件」を満たしたもののうち、審査得点が上位の者から順 

に、合否を決定するものとする。なお、得点が同一の者がある場合は、優先度高い

項目（A>B>C>D>E>F>G）から順に点数を比較して、点数の高い方を合格とする。 

      

５．その他 

（１）合否の判定および受験者への結果通知 

応募者への結果の通知は、原則郵送によるものとする。 

（２）試験結果の問合わせ 

    試験結果について、電話等での問い合わせは応じないものとする。 

（３）遅刻者の取扱い 

    締切を過ぎて申込みが提出された場合、または二次審査の面接時間までに受付で 

きなかった者については審査しないものとする。 

ただし、二次審査の個人面接に限り、事故、災害、悪天候等の影響による場合は 

公共交通機関が発行した遅延証明書等の提出があれば、面接官全員の判断で受験で

きるか否かを決定することとする。 

 


